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                                        同時発表：静岡県政記者クラブ 

富士急シティバス株式会社の乗合バス運賃の上限変更認可について 

 

令和５年６月８日付けで富士急シティバス株式会社（静岡県沼津市）から申請のあった、一般

乗合旅客自動車運送事業（路線バス）の上限運賃変更認可申請について、本日付けで申請のとお

り認可しましたのでお知らせいたします。 

 

  

１．主な改定内容 

 （１）実 施 日  令和 5 年１０月１日（日） 

 （２）上限運賃の平均改定率  １３．２% 

（実際に事業者が旅客から収受する運賃は、認可を受けた上限の範囲内で定められること 

となります） 

 （３）初乗運賃  １８０円（現行１６０円） 

 

【主な区間にかかる片道区間運賃・1 か月通勤定期運賃】 

区間 
片道区間運賃 1 か月通勤定期運賃 

現行運賃 改定運賃 現行運賃 改定運賃 

沼津駅～ららぽーと沼津 290 円 330 円 12,180 円 13,860 円 

沼津駅～沼津市立病院 310 円 360 円 13,020 円 15,120 円 

三島駅～裾野駅 350 円 400 円 14,700 円 16,800 円 

三島駅～がんセンター 410 円 470 円 17,220 円 19,740 円 

 

 

２．乗合バス事業者のホームページ 

 富士急シティバス株式会社 https://www.fujikyucitybus.com/ 

【お問合せ先】 

中部運輸局 自動車交通部 

旅客第一課 小松田、小坂井、酒井 

TEL 052-952-8035 

 


